
群馬県老人福祉施設協議会会則群馬県老人福祉施設協議会会則群馬県老人福祉施設協議会会則群馬県老人福祉施設協議会会則

第１章 総 則第１章 総 則第１章 総 則第１章 総 則

（名称及び事務所）
第１条 この会は、群馬県老人福祉施設協議会（以下「本会」という。）と称し、事務所

を前橋市新前橋町１３番地の１２社会福祉法人群馬県社会福祉協議会（以下「県社協」
という。）内に置く。

（目的）
第２条 本会は、群馬県内の老人福祉施設・事業所（以下「施設」という。）が連携を密

にし、利用者のサービスと職員の資質の向上等を図り、もって高齢者福祉の増進に寄
与することを目的とする。

（事業）
第３条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

（１）施設の運営及び経営に関する調査研究
（２）高齢者福祉の増進に関する普及啓発
（３）施設相互の連絡調整及び情報交換
（４）職員の資質向上のための研修
（５）関係機関及び団体との連携
（６）その他前条の目的を達成するために必要な事業

第２章 会 員第２章 会 員第２章 会 員第２章 会 員

（構成）
第４条 本会の会員は、群馬県内の養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホ

ーム・ケアハウス、老人デイサービスセンター等の施設とし、その各代表者（施設長
・管理者）をもって構成する。

（種別）
第５条 本会の会員は、次の２種とする。

（１）正会員
①養護老人ホーム
②特別養護老人ホーム
③軽費老人ホーム・ケアハウス
④老人デイサービスセンター（ただし、社会福祉法人もしくは地方公共団体が経
営するものに限る。）

（２）準会員
①社会福祉法人もしくは地方公共団体以外が経営する老人デイサービスセンター
②理事会で認めた施設

（権限）
第６条 会員は、第３条の各事業に参画することができる。ただし、準会員は第１８条

の総会議決権及び第１１条の役員資格を有しない。



（入会）
第７条 本会に入会しようとする者は、入会申込書（様式第１号又は第２号）を会長に

提出しなければならない。

２ 入会後、入会申込書の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届（様式第３号又
は第４号）を会長に提出しなければならない。

（退会）
第８条 本会を退会しようとする者及び施設を廃止又は休止したときは、会長に退会届
（様式第５号）を提出しなければならない。

（資格の喪失）
第９条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会員の資格を喪失する。

（１）正当な理由なく会費を１年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき
（２）本会の名誉を棄損し、又は本会の目的に反する行為があったとき

（会費）
第１０条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
２ 会費は、年会費とする。ただし、年度途中で入会又は退会した場合は、次のとおり

とする。
入退会の時期 ４～９月（上半期） １０～３月（下半期）

入会 年会費全額 年会費×１／２
退会 年会費×１／２ 年会費全額

３ 会費算定の基準日は、毎年４月１日とする。

第３章 役員及び顧問第３章 役員及び顧問第３章 役員及び顧問第３章 役員及び顧問

(役員)
第１１条 本会に次の役員を置く。

（１）会長 １名
（２）副会長 ３名
（３）会計 １名
（４）理事 １７名以内
（５）監事 ２名

（役員の選任等）
第１２条 役員の選出は、任期満了前に行う。
２ 役員は正会員から選出し、選任方法は次による。

（１）会長及び副会長の選出は、別に定める役員選考規程第２条の選考委員会が候補
者を選出し、総会の承認を得て選任する。

（２）理事は、会長、副会長、会計、第３６条のブロックから選出されたブロック長
及び第３７条の委員会から選出された委員長とし、総会の承認を得て選任する。

（３）会計及び監事は、会長が候補者を推薦し、総会の承認を得て委嘱する。ただし、
監事は、他の役員を兼務することはできない。

（役員の職務)
第１３条 会長は、会を代表し、会務を統括する。



２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した副会
長が、順次その職務を代理する。

３ 理事は、理事会を組織し、会の業務を執行する。
４ 会計は、本会会計事務を管理する。
５ 監事の職務は、第３５条による。

（役員の任期)
第１４条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
２ 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

（資格喪失に伴う退任）
第１５条 役員が会員の資格を失ったときは、退任する。

（顧問）
第１６条 本会に顧問を置くことができる。
２ 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
３ 顧問は、重要事項について会長の諮問に応じる。

第４章 総 会第４章 総 会第４章 総 会第４章 総 会

（構成）
第１７条 総会は、会員をもって構成する。

（種別）
第１８条 本会の総会は、通常総会と臨時総会の２種とする。

（開催）
第１９条 総会は、会長が招集する。
２ 通常総会は、毎年２回（原則５月、３月）開催する。
３ 臨時総会は、随時必要なときに開催することができる。
４ 会長は、会員総数の３分の１以上の会員又は監事から会議に附すべき事項を示して

総会の開催を請求されたときは、請求のあった日から３０日以内に招集しなければな
らない。

５ 総会は、少なくても期日の５日前までに日時及び場所並びに審議する事項を示して
招集しなければならない。

（定足数）
第２０条 総会は、会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。

ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。

（議長）
第２１条 総会の議長は、その都度出席した正会員の中から選出する。

（議決）
第２２条 総会の議決は、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のと

きは、議長が決する。

（議決事項）



第２３条 総会は、次の事項を審議決定する。
（１）役員の選任
（２）事業計画及び予算
（３）事業報告及び決算
（４）会則の改正
（５）その他会長が附議した事項

（議事録）
第２４条 総会の議事については、議事の経過及びその結果を記載した議事録を作成し

なければならない。
２ 議事録には、議長及び出席した会員の中から選出された２名以上の会員が署名捺印

又は記名押印しなければならない。

第５章 理 事 会第５章 理 事 会第５章 理 事 会第５章 理 事 会

（構成）
第２５条 理事会は、理事をもって構成する。

（開催）
第２６条 理事会は、会長が招集する。
２ 理事会は、随時必要なときに開催する。
３ 会長は、理事総数の３分の１以上の理事又は監事から会議に附すべき事項を示して

理事会の開催を請求されたときは、請求のあった日から１４日以内に招集しなければ
ならない。

４ 理事会は、少なくても期日の５日前までに日時及び場所並びに審議する事項を示し
て招集しなければならない。

５ 会長は、簡易な事項又は急を要する事項については、書面により賛否を求め、理事
会に代えることができる。この場合、次回理事会にその結果を報告しなければならな
い。

（定足数）
第２７条 理事会は、理事総数の３分の２以上の出席がなければ開会することができな

い。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。

（議長）
第２８条 理事会の議長は、会長又は副会長が当たる。

（議決事項）
第２９条 理事会は、次の事項を審議決定する。

（１）総会に附議する事項
（２）諸規程等の制定及び改廃に関する事項
（３）委員の推薦に関する事項
（４）予算確保対策等に関する事項
（５）表彰に関する事項
（６）入会及び会員資格の喪失に関する事項
（７）その他本会の運営及び事業に関し、会長が必要と認める事項

（議決及び議事録）



第３０条 理事会の議決及び議事録については、第２２条及び第２４条を準用する。こ
の場合、「総会」を「理事会」に、「正会員」「会員」を「理事」にそれぞれ読み替え
る。

第６章 正副会長会議第６章 正副会長会議第６章 正副会長会議第６章 正副会長会議

（構成）
第３１条 正副会長会議は、会長及び副会長をもって構成する。
２ 会長は、必要があると認めるときは、他の役員の出席を求めることができる。

（開催）
第３２条 正副会長会議は、会長が招集する。
２ 正副会長会議は、随時必要なときに開催する。

（議長）
第３３条 正副会長会議の議長は、会長が当たる。
２ 正副会長会議の審議の経過及び決定された事項は、次回理事会に報告しなければな

らない。

（附議すべき事項）
第３４条 正副会長会議は、次の事項を附議する。

（１）理事会に附議する事項
（２）その他本会の運営及び事業に関し、会長が必要と認める事項

第７章 監 事第７章 監 事第７章 監 事第７章 監 事

（監査）
第３５条 監事は、年度初めに会長が招集する監事会で前年度の本会業務及び会計の執

行状況を監査する。ただし、必要があると認めるときは、随時監査することができる。
２ 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会及び総会に報告するものとする。
３ 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会に出席して意見を

述べるものとする。

第８章 ブロック・委員会・研究部会第８章 ブロック・委員会・研究部会第８章 ブロック・委員会・研究部会第８章 ブロック・委員会・研究部会

（ブロック）
第３６条 本会の円滑なる運営を期するため、別表地区区分により中毛・西毛・東毛・

北毛にブロックを設置し、それぞれのブロックに属する会員により構成する。
２ ブロックに関する規程は別に定める。

（委員会）
第３７条 本会の事業推進を図るため、次の委員会を設置する。

（１）総務委員会
（２）研修委員会

（３）広報委員会



（４）養護老人ホーム委員会
（５）特別養護老人ホーム委員会
（６）軽費老人ホーム・ケアハウス委員会
（７）老人デイサービス委員会
（８）２１世紀委員会
（９）その他理事会で必要と認めるもの

２ 委員会に関する規程は別に定める。

（研究部会）
第３８条 本会の事業充実を推進するため、次のとおり研究部会を設置する。

（１）生活相談員研究部会
（２）介 護 研 究 部 会
（３）栄養調理研究部会
（４）看 護 研 究 部 会
（５）事 務 研 究 部 会
（６）老人デイサービス研究部会

２ 研究部会に関する規程は別に定める。

第９章 事 務 局第９章 事 務 局第９章 事 務 局第９章 事 務 局

（職員）
第３９条 事務所に事務局職員を若干名置き、理事会の承認を得て会長が任免する。
２ 事務局職員とは、本会事務局に常時勤務する者で給与を受ける者（非正規雇用職員

を除く。）をいう。
３ 職員に関する規程は別に定めるものを除き県社協に準ずる。

（業務）
第４０条 本会の業務の一部を県社協に委任することができる。

第１０章 会 計第１０章 会 計第１０章 会 計第１０章 会 計

（会計年度)
第４１条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

（財源)
第４２条 本会の財源は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。

（積立金）
第４３条 本会は、事業遂行にあたり、積立金を設けることができる。
２ 積立金設置・取扱規程は別に定める。

(特別会計)
第４４条 本会は、特別会計を設けることができる。



第１１章 そ の 他第１１章 そ の 他第１１章 そ の 他第１１章 そ の 他

（表彰）
第４５条 表彰に関する規程は別に定める。

（旅費）
第４６条 旅費に関する規程は別に定める。

（慶弔及び災害見舞）
第４７条 慶弔・災害見舞規程は別に定める。

第１２章 補 則第１２章 補 則第１２章 補 則第１２章 補 則

（施行細則)
第４８条 この会則の施行について必要な細則は、会長が理事会の承認を得て別に定め

る。

附 則
１ この会則は、平成１７年４月１日から施行する。

ただし、第３章第１０条第２項については、平成１６年４月１日から施行する。
２ 群馬県老人福祉施設協議会会則（平成６年４月１日制定）は廃止する。
３ 平成１８年１１月３０日一部改正（平成１８年４月１日施行）
４ 平成１９年３月２２日一部改正（平成１９年４月１日施行）
５ 平成２０年１２月９日一部改正（平成２０年１２月９日施行）
６ 平成２３年３月３０日一部改正（平成２３年３月３０日施行）
７ 平成２５年３月２２日一部改正（平成２５年４月１日施行）
８ 平成２９年３月１４日一部改正（平成２９年４月１日施行）


